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⑫ 清和・日浦圏域

訪問看護ステーション愛54 82

番号 ページ数事　業　所　名
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清
和
・
日
浦
圏
域

清和

戸山

伴

大塚
祇園

安西

高取北

日浦

可部

可部

三入

亀山

城山北

安佐

安佐南

東原

城南
口田

落合
亀崎 高陽

白木

長束

安佐北区

北広島町

東広島市

佐伯区

東区

安芸太田町

安芸高田町

安佐南区

祇園東祇園東

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

10
11

12

【⑫清和・日浦圏域】

事業所名 開設日

住所 管理者名

TEL FAX

E-mail
ホーム
ページ

月 火 水 木 金 土 日 祝

8：30～
17：30

8：30～
17：30

8：30～
17：30

8：30～
17：30

8：30～
17：30

― ― ―

看護師 准看護師 PT OT ST その他
①城山北・
城南

× ⑦白木 ×

2（1） 3（1） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0）
②安佐・
安佐南

×
⑧高陽・
亀崎・落合

×

③高取北・
安西

× ⑨口田 ×

中心静脈
栄養

経管栄養
（鼻腔）

経管栄養
（胃瘻）

気管切開
人工
呼吸器

在宅酸素
④東原・
祇園東

×
⑩三入・
可部

○

○ × × × × ○
⑤祇園・
長束

× ⑪亀山 ○

腹膜透析 人工膀胱 人工肛門
尿道留置
カテーテル

腎瘻 膀胱瘻
⑥戸山・伴・
大塚

×
⑫清和・
日浦

○

× ○ ○ ○ ○ ○

看取り 難病 小児 精神疾患

○ × × ○

受け入れに
関する
特記事項

24時間
対応

○

夜間
定期訪問対応

△

土日祝
定期訪問対応

△

□その他

報酬に関する
特記事項

（○は受け入れ可・△は要相談・×は受け入れ不可）

訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン施施設設概概要要

54 訪問看護ステーション愛 2007年8月1日

〒731-1142 　広島市安佐北区安佐町飯室1665-3 吉永　鈴子

082-810-2105 082-810-2158

y-suzuko@plum.plala.or.jp https://home21.net/houmon-kango/

営業時間
営業時間
特記事項

お盆8月14日から16日
年末年始12月31日から1
月3日まで

体制
（○・△・×）

・
特記事項

電話相談や緊急時訪問等、常時対応で
きる体制となっております

要応相談となります

要応相談となります

設置法人
・

併設事業所

有限会社21
訪問介護事業所あい　居宅介護支援事業所飯室２１

職員数（内常勤職員数） 対応可能エリア（※おおむね中学校区）（○・△・×）

安佐南区 安佐北区

受け入れの可否（○・△・×）

対応可能
エリア
特記事項

安芸太田町一部対応可
北広島町一部対応可

医療用麻薬のコンプライア
ンス確認と効果確認

○

報酬

□サービス提供体制強化加算（　Ⅰ　・　Ⅱ　）

特徴
・

アピール

医療機関との連携地域との密着、本人、家族の希望に沿った訪問看
護を提供しています。□看護体制強化加算（　Ⅰ　・　Ⅱ　）

■緊急時訪問看護加算

□機能強化型訪問看護ステーション（　Ⅰ　・　Ⅱ　・　Ⅲ　）

□自費料金有

☆：事業所所在地
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1 訪問看護ステーションの役割
（安佐地区医療介護連携マニュアル2021年改訂版より）

資料編

（１）訪問看護とは
　○看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護である。
　　（療養上の世話又は必要な診療の補助）
　　病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、居宅で最期まで暮らせるように多職種
と協動しながら療養生活を支援する。

　○訪問看護の対象者は小児から高齢者まで、年齢等を問わず訪問看護を必要とする全ての方を対象
とする。

　○各々の訪問看護ステーションによって機能は多岐にわたっている。
　　・365日24時間対応体制
　　・精神科に特化
　　・小児に対応可能
　　・難病・末期癌等に対応可能等

≪訪問看護師の役割≫
　�○健康状態のアセスメント　○日常生活の支援　○心理的な支援　○家族等介護者の相談・助言　
○医療的ケア　○病状悪化の予防（予防的看護）　○入退院時の支援　○社会資源の活用支援　○認
知症者の看護　○精神障がい者の看護　○リハビリテーション看護　○重症心身障がい児者の看護
○終末期の看護

（₂）外泊日の訪問看護について
　　対象者：在宅に備えて一時的に外泊している人
　　回　数：入院中１回（厚生労働大臣が定める疾病等＊は２回）
　　　　　　＊末期がん・神経難病等特化診療料の施設基準別表第７、特別管理加算等別表第８
　　備　考：訪問看護指示書必要（医療保険での対応となる）

（₃）介護保険サービス事業所との委託契約による健康管理等について
　�　24時間体制の訪問看護ステーション等が各事業所と連携して健康管理等を行なう体制を確保する。
また各事業所の人員基準を満たすため、連携し健康状態等の確認を行う。

　＜委託契約による健康管理等を行う事業所＞
　・通所介護（デイサービス）
　・認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
　・短期入所生活介護事業所（ショートステイ）
　・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

　＜連携し人員基準を満たすための事業所＞
　・通所介護（デイサービス）
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（₄）医療保険・介護保険の訪問看護の対象者について
　�　介護保険法が他の法律に優先されるため介護保険の要介護者等の訪問看護は介護保険給付となる
が、次の①、②、③は医療保険の訪問看護となる。
　　①末期の悪性腫瘍を含む厚生労働大臣が定める疾病等（※1）
　　②精神科訪問看護の対象者
　　③特別訪問看護指示書の指示期間
　　　・１回14日以内で月１回を限度とする。
　　　・�気管カニューレを使用している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者は月２回交

付できる。

介 護 保 険

居宅要介護者・要支援者
特定疾病の居宅要支援者・要介護者

（40歳以上65歳未満）

回数：ケアプランに基づく
（介護度別支給限度額あり）

医 療 保 険

居宅において継続して療養を受ける状態に
あり主治医から訪問看護が必要であると

認められた患者

小児等40歳未満、精神疾患、
40歳以上の要支援者・要介護者でない者

回数：原則週３回以内

末期の悪性腫瘍を含む厚生労働大臣が定める疾病等（※1）

特別訪問看護指示書の交付を受けた者

厚生労働大臣が定める状態に
ある者（※2）

週4日以上
(回数制限なし)

※１（厚生労働大臣が定める「疾病等」）
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、
スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、
ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パー
キンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮
質基底核変性症）、パーキンソン病（ホーエン・ヤー
ルの重症度分類がステージ３以上であって生活機
能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る）、多系
統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎
縮症、シャイ・ドレーガー症候群）、プリオン病、
亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質
ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎
縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫
不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用してい
る状態の者

※２（厚生労働大臣が定める「状態にある者」）
１　在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管
切開患者指導管理を受けている状態にある者又
は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使
用している状態にある者
２　在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指
導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈
栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導
管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指
導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅
自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者
指導管理を受けている状態にある者
３　人工肛門又は人工膀胱を設置している状態に
ある者
４　真皮を越える褥瘡の状態にある者
５　在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定して
いる者
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2 訪問看護療養費の算定項目一覧

（１）介護保険　訪問看護費・介護予防訪問看護費

イ　訪問看護ステーションの報酬�����　　���（介護）　　　��（介護予防）
　　（１）20分未満� 313単位� 302単位
　　（２）30分未満� 470単位� 450単位
　　（３）30分以上１時間未満� 821単位� 792単位
　　（４）１時間以上１時間30分未満� 1,125単位� 1,087単位
　〇准看護師の訪問含む場合は所定額の90／100
　〇理学療法士等は１回20分以上293単位（介護予防：283単位）
　　１日２回を超えた場合は１回90／100の算定、週６回まで
　　１日２回を超えた場合は１回50／100の算定、週６回まで（介護予防）
　◎同一敷地内建物等の利用者、及びそれ以外の範囲の同一建物の20人以上利用者への訪問看護は
所定額の90／100、同一敷地内建物等における50人以上利用者は85／100

ハ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携型訪問看護
　�　（月１回2,945単位）
　〇要介護５の利用者の場合は800単位の加算（月１回）
　〇准看護師は所定額の98／100を算定
　〇特別指示等医療保険の訪問看護期間は97単位／日の減算
　〇要介護５の変更、短期入所利用等は日割り計算
　◎サービス提供体制強化加算（１月につき）50単位

　〇早朝・夜間加算　単位数の25%
　〇深夜加算　　　　単位数の50%

　〇複数名訪問加算（Ⅰ）� イ�30分未満254単位／回
　� � ロ�30分以上402単位／回
　〇複数名訪問加算（Ⅱ）� イ�30分未満201単位／回
　　（看護補助者との同時訪問）� ロ�30分以上317単位／回

　〇長時間訪問看護加算　300単位／回

　◎特別地域訪問看護加算　単位数の15%（回）
　　（離島等に該当する地域における事業所）

　◎中山間地域等における小規模事業所加算　単位数の10％

　◎中山間地域等へのサービス提供加算　単位数の５％

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋
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　◎緊急時（介護予防）訪問看護加算（１月につき）574単位
　　※緊急訪問は所要時間に応じた単位数を算定（２回目以降の早朝・夜間・深夜加算の算定可）

　◎特別管理加算Ⅰ（１月につき）
　　在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレ・留置カテーテルを
使用している状態　500単位

　◎特別管理加算Ⅱ（１月につき）その他　250単位

＋

＋
　〇初回加算（新規利用者）（月１回）　300単位
　　又は退院時共同指導加算（１回につき）　600単位

＋
　〇看護・介護職員連携強化加算（１月につき）　250単位

＋
　◎ターミナルケア加算（１月につき）　2,000単位
　　※介護予防訪問看護費は算定なし

＋
　◎サービス提供体制強化加算Ⅰ（１回につき）　６単位
　　サービス提供体制強化加算Ⅱ（１回につき）　３単位

＋
　〇看護体制強化加算Ⅰ（１月につき）　550単位
　〇看護体制強化加算Ⅱ（１月につき）　200単位
　〇看護体制強化加算Ⅰ（介護予防）（１月につき）　100単位

◎区分支給限度基準額の枠外加算となる
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（₂）医療保険　訪問看護療養費（精神以外）

□訪問看護療養費の構成

訪問看護ス
テーションに
対して支給さ
れる訪問看護
療養費

訪問看護基本
療養費又は精
神科訪問看護
基本療養費

訪問看護
管理療養費

訪問看護
情報提供
療養費

訪問看護
ターミナル
ケア療養費

基本利用料
費用額の１割、２割
又は３割（利用者が
提示する被保険者証
等で確認）

＝ + + + −

イ＝保健師、助産師、看護師による訪問の場合
ロ＝准看護師による訪問の場合
ニ＝理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合

１　訪問看護基本療養費（Ⅰ）１日につき
　（１）週３日目まで　イ�5,550円、ロ�5,050円又はニ�5,550円
　（２）週４日目以降　イ�6,550円、ロ�6,050円又はニ�5,550円

又は

２　訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一建物居住者）１日につき
　（１）同一日に２人
　　　��①週３日目まで　イ�5,550円、ロ�5,050円又はニ�5,550円
　　　��②週４日目以降　イ�6,550円、ロ�6,050円又はニ�5,550円
　（２）同一日に３人以上
　　　��①週３日目まで　イ�2,780円、ロ�2,530円又はニ�2,780円
　　　��②週４日目以降　イ�3,280円、ロ�3,030円又はニ�2,780円�

（Ⅰ）（Ⅱ）とも週４日目以降の対象となるのは末期がん、神経難病等の利用者（基準告示第２
の１に規定する疾病等の利用者→ P83※１の厚生労働大臣が定める「疾病等」の者あるいは特別
訪問看護指示書の交付を受けた者）

※�一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護指示書の交付を受けた場合、指
示の日から14日を限度として算定（月１回に限る。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者
→気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者につい
ては月２回まで）
※特別地域訪問看護加算
　（所定額の50／100）×訪問日数

訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）イ、ロ及びニの加算項目

○難病等複数回訪問加算（基本療養費（Ⅰ）は①、（Ⅱ）は①～③が該当）
　（１）１日に２回
　　　���①同一建物内１人　4,500円　②同一建物内２人　4,500円
　　　��③同一建物内３人以上　4,000円
　（２）１日に３回以上
　　　���①同一建物内１人　8,000円　②同一建物内２人　8,000円
　　　��③同一建物内３人以上　7,200円
○緊急訪問看護加算（2,650円×緊急訪問日数）
○�長時間訪問看護加算（5,200円・週１日を限度…15歳未満の超重症児・準超重症児、15歳未満
で P83※２の厚生労働大臣が定める「状態にある者」に該当する利用者は週３日を限度）
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○乳幼児加算（１日につき1,500円）
○�複数名訪問看護加算（次の区分に従い、いずれかを所定額に加算。イ又はロの場合は週１日、
ハの場合は週３日を限度。①同一建物内１人、②同２人、③同３人以上の場合。
　基本療養費（Ⅰ）は①、（Ⅱ）は①～③が該当）
　イ�　看護職員が他の保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と同時
に指定訪問看護を行う場合　

　　①4,500円、②4,500円、③4,000円
　ロ　看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合　
　　①3,800円、②3,800円、③3,400円
　ハ　看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合（ニを除く）　
　　①3,000円、②3,000円、③2,700円
　ニ�　看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合（P83※１の厚生労働大臣が定
める「疾病等」の者又は P83※2の厚生労働大臣が定める「状態にある者」の該当者、訪
問看護特別指示書による指定訪問看護を受けている場合）

　　（１）１日に１回　①3,000円、②3,000円、③2,700円
　　（２）１日に２回　①6,000円、②6,000円、③5,400円
　　（３）１日に３回以上　①10,000円、②10,000円、③9,000円
○夜間・早朝訪問看護加算（2,100円）・深夜訪問看護加算（4,200円）　
　※１日にそれぞれ１回ずつを限度

　訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）のハ
　悪性腫瘍の利用者に対する①緩和ケア、②褥瘡ケア又は③人工肛門ケア及び人口膀胱ケアに係る
専門の研修を受けた看護師による場合（月１回に限り12,850円）
　※訪問看護管理療養費は算定不可
　※特別地域訪問看護加算（所定額の50／100）

３　訪問看護基本療養費（Ⅲ）
　�　在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者（厚生労働大臣が定める者に限る→P83※１
の厚生労働大臣が定める「疾病等」の者、P83※２の厚生労働大臣が定める「状態にある者」又
はその他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者に対す
る訪問看護を行った場合（入院中１回に限り8,500円））
　※�基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者→ P83※１の厚生労働大臣が定める「疾病等」の
者又は P83※２の厚生労働大臣が定める「状態にある者」については、入院中２回算定可

　※訪問看護管理療養費は算定不可
　※特別地域地域訪問看護加算（所定額の50／100）

＋
訪問看護管理療養費（P90）

基準告知＝�「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」（平成18年厚生労働省告示第
103号）

＋
訪問看護情報提供療養費（１月につき）（P90）

＋
訪問看護ターミナルケア療養費（P90）
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（₃）精神科訪問看護基本療養費

イ＝保健師、看護師、作業療法士による場合　　ロ＝准看護師による場合

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）
　（１）週３日目まで　30分以上　　　イ�5,550円又はロ�5,050円
　（２）週３日目まで　30分未満　　　イ�4,250円又はロ�3,870円
　（３）週４日目以降　30分以上　　　イ�6,550円又はロ�6,050円
　（４）週４日目以降　30分未満　　　イ�5,100円又はロ�4,720円

又は

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）（同一建物居住者）
　（１）同一日に２人
　　　①週３日目まで30分以上　　　　イ�5,550円又はロ�5,050円
　　　②週３日目まで30分未満　　　　イ�4,250円又はロ�3,870円
　　　③週４日目以降30分以上　　　　イ�6,550円又はロ�6,050円
　　　④週４日目以降30分未満　　　　イ�5,100円又はロ�4,720円
　（２）同一日に３人以上
　　　①週３日目まで30分以上　　　　イ�2,780円又はロ�2,530円
　　　②週３日目まで30分未満　　　　イ�2,130円又はロ�1,940円
　　　③週４日目以降30分以上　　　　イ�3,280円又はロ�3,030円
　　　④週４日目以降30分未満　　　　イ�2,550円又はロ�2,360円

（Ⅰ）（Ⅲ）とも週４日以降の対象となるのは利用者の退院後３月以内の期間に行われる場合（週
５日を限度）あるいは精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた者

※�精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた場合、指示の日から14日を限度として算定（月１
回に限る）
※特別地域訪問看護加算（所定額の50／100）×訪問日数

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅲ）イ及びロの加算項目

○精神科緊急訪問看護加算（2,650円×緊急訪問日数）
○�長時間精神科訪問看護加算（5,200円・週１日を限度…15歳未満の超重症児・準超重症児、15
歳未満でP83※２の厚生労働大臣が定める「状態にある者」に該当する利用者は週３日を限度）
○複数名精神科訪問看護加算（次の区分に従い、いずれかを所定額（30分未満を除く）に加算）
　（①同一建物内１人又は２人、②同３人以上）
　イ�　（保健師又は看護師）+（他の保健師、看護師又は作業療法士）１日に１回：①4,500円、
②4,000円／１日に２回：①9,000円、②8,100円／１日に３回以上：①14,500円、②13,000円

　ロ�　（保健師又は看護師）+（准看護師）１日に１回：①3,800円、②3,400円／１日に２回：
7,600円、②6,800円／１日に３回以上：①12,400円、②11,200円

　ハ（保健師又は看護師）+（看護補助者又は精神保健福祉士）①3,000円、②2,700円
○夜間・早朝訪問看護加算（2,100円）・深夜訪問看護加算（4,200円）
　※１日にそれぞれ１回ずつを限度
○精神科複数回訪問看護加算（①同一建物内１人又は２人、②同３人以上）
　１日に２回：①4,500円、②4,000円／１日に３回以上：①8,000円、②7,200円
　※精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者に限る
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精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）
　在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者（厚生労働大臣が定める者に限る→ P83※１
の厚生労働大臣が定める「疾病等」の者、P83※２の厚生労働大臣が定める「状態にある者」又は
その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者）に対する
訪問看護を行った場合　（入院中１回に限り8,500円）
※基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者→ P83※１の厚生労働大臣が定める「疾病等」の者
又は P83※２の厚生労働大臣が定める「状態にある者」については、入院中２回算定可
　※訪問看護管理療養費は算定不可
　※特別地域訪問看護加算（所定額の50／100）

＋
訪問看護管理療養費（P90）

＋
訪問看護情報提供療養費（１月につき）（P90）

＋
訪問看護ターミナルケア療養費（P90）
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（₄）訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費

○訪問看護管理療養費
　月の初回の訪問日
　　　機能強化型１� 12,830円
　　　機能強化型２� �9,800円
　　　機能強化型３� �8,470円
　　　機能強化型以外� 7,440円
　２日目以降　訪問１日につき　　3,000円

訪問看護管理療養費の加算項目

○24時間対応体制加算� 6,400円／月
○�特別管理加算（対象者→ P83※２の厚生労働大臣が定める「状態にある者」（うち P83※２の
１の状態にある者が重症度等の高いものに該当））� 2,500円／月
　　　　　重症度等の高い利用者については� 5,000円／月
○�退院時共同指導加算（１回限り加算。基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者→P83※１
の厚生労働大臣が定める「疾病等」の者又はP83※２の厚生労働大臣が定める「状態にある者」
は２回加算可）
　8,000円／回　（特別管理加算の対象者である場合（特別管理指導加算）+2,000円／回）
○�退院支援指導加算（対象者→ P83※１の厚生労働大臣が定める「疾病等」の者、P83※２の
厚生労働大臣が定める「状態にある者」又は退院日の訪問看護が必要であると認められた者）
� 6,000円（長時間8,400円）
○在宅患者連携指導加算（月１回限り）� 3,000円／月
○在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回限り）� 2,000円／回
○精神科重症患者支援管理連携加算
　イ　精神科在宅患者支援管理料２のイを算定する利用者� 8,400円／月
　ロ　精神科在宅患者支援管理料２のロを算定する利用者� 5,800円／月
○看護・介護職員連携強化加算� 2,500円

訪問看護情報提供療養費１　　1,500円／月
訪問看護情報提供療養費２　　1,500円／年度　
※２については、入学等の月、医療的ケアの実施方法等を変更した月に別途算定可
訪問看護情報提供療養費３　　1,500円／月

訪問看護ターミナルケア療養費１　　25,000円
訪問看護ターミナルケア療養費２　　10,000円
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（１）訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書

3 訪問看護指示書様式
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（₂）特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書
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（₃）精神科訪問看護指示書
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（₄）精神科特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書




